
（第18486号）東 京 都 公 報令和8年2月13日（金曜日）
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日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

規

則

○
東
京
都
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
住
宅
政
策
本
部
都
営
住
宅
経
営
部
経
営
企
画
課
）…
一

○
東
京
都
福
祉
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
九

○
東
京
都
引
揚
者
住
宅
条
例
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
一二

○
東
京
都
地
域
特
別
賃
貸
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
一四

○
東
京
都
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
一八

訓

令

○
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
総
務
局
人
事
部
職
員
支
援
課
）…
二二

告

示

○
国
土
調
査
と
し
て
の
指
定
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
土
地
利
用
計
画
課
）…
二三

○
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
緑
地
景
観
課
）…
二三

○
東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
に
よ
る
調
査
計
画
書
…
…
…
…
…（
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課
）…
二三

○
国
民
健
康
保
険
組
合
規
約
の
一
部
変
更
届
出
…（
保
健
医
療
局
保
健
政
策
部
国
民
健
康
保
険
課
）…
二四

○
国
民
健
康
保
険
組
合
規
約
の
一
部
変
更
認
可
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
二四

○
森
林
法
第
百
八
十
九
条
の
掲
示
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
森
林
課
）…
二四

訓

令
（
教
）

○
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二五

規

程
（
交
）

○
東
京
都
交
通
局
企
業
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す

る
規
程
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二五

規

程
（
水
）

○
東
京
都
水
道
局
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
二五

規

程
（
下
水
）

○
東
京
都
下
水
道
局
企
業
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正

す
る
規
程
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二六

訓

令
（
議
）

○
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
憩
時
間
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二六

規

則

東
京
都
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
二
月
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
五
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
年
東
京
都
規
則
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
四
条
第
二
項
中
第
五
号
を
第
八
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

五

生
活
保
護
の
受
給
に
関
す
る
証
明
書

六

障
害
の
程
度
を
証
す
る
書
類

七

戸
籍
謄
本

第
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
公
募
の
例
外
）

第
八
条
の
二

条
例
第
九
条
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
又
は
条
例
第
九
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
一
般
都

営
住
宅
の
使
用
申
込
み
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
第
四
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
九
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。
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２

知
事
は
、
前
項
の
住
宅
変
更
申
請
書
の
ほ
か
に
、
使
用
者
又
は
そ
の
世
帯
員
に
関
し
、
次
に
掲
げ

る
書
類
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

住
民
票
の
写
し

二

収
入
を
証
明
す
る
書
類

三

生
活
保
護
の
受
給
に
関
す
る
証
明
書

四

障
害
の
程
度
を
証
す
る
書
類

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
必
要
と
認
め
る
書
類

第
十
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

知
事
は
、
前
項
の
住
宅
交
換
申
請
書
の
ほ
か
に
、
使
用
者
又
は
そ
の
世
帯
員
に
関
し
、
次
に
掲
げ

る
書
類
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

住
民
票
の
写
し

二

収
入
を
証
明
す
る
書
類

三

生
活
保
護
の
受
給
に
関
す
る
証
明
書

四

障
害
の
程
度
を
証
す
る
書
類

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
必
要
と
認
め
る
書
類

第
十
六
条
中
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

知
事
は
、
前
項
の
使
用
料
減
免
申
請
書
又
は
使
用
料
徴
収
猶
予
申
請
書
の
ほ
か
に
、
使
用
者
又
は

そ
の
世
帯
員
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

住
民
票
の
写
し

二

収
入
を
証
明
す
る
書
類

三

生
活
保
護
の
受
給
に
関
す
る
証
明
書

四

障
害
の
程
度
を
証
す
る
書
類

五

戸
籍
謄
本

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
必
要
と
認
め
る
書
類

第
二
十
一
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を

「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

知
事
は
、
前
項
の
住
宅
同
居
申
請
書
の
ほ
か
に
、
使
用
者
又
は
そ
の
世
帯
員
に
関
し
、
次
に
掲
げ

る
書
類
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

住
民
票
の
写
し

二

収
入
を
証
明
す
る
書
類

三

生
活
保
護
の
受
給
に
関
す
る
証
明
書

四

障
害
の
程
度
を
証
す
る
書
類

五

戸
籍
謄
本

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
必
要
と
認
め
る
書
類

第
二
十
二
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を

「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

知
事
は
、
前
項
の
住
宅
使
用
承
継
申
請
書
の
ほ
か
に
、
使
用
者
又
は
そ
の
世
帯
員
に
関
し
、
次
に

掲
げ
る
書
類
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

住
民
票
の
写
し

二

収
入
を
証
明
す
る
書
類

三

生
活
保
護
の
受
給
に
関
す
る
証
明
書

四

障
害
の
程
度
を
証
す
る
書
類

五

戸
籍
謄
本

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
必
要
と
認
め
る
書
類

第
二
十
三
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加

え
る
。

２

知
事
は
、
前
項
の
住
宅
模
様
替
え
・
増
築
・
住
宅
敷
地
内
工
作
物
設
置
申
請
書
の
ほ
か
に
、
使
用

者
又
は
そ
の
世
帯
員
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

障
害
の
程
度
を
証
す
る
書
類

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
必
要
と
認
め
る
書
類

第
二
十
四
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一

項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

知
事
は
、
前
項
の
住
宅
用
途
一
部
変
更
申
請
書
の
ほ
か
に
、
使
用
者
又
は
そ
の
世
帯
員
に
関
し
、

次
に
掲
げ
る
書
類
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

障
害
の
程
度
を
証
す
る
書
類

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
必
要
と
認
め
る
書
類
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第
二
十
五
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

知
事
は
、
前
項
の
住
宅
長
期
不
在
届
の
ほ
か
に
、
使
用
者
又
は
そ
の
世
帯
員
に
関
し
、
次
に
掲
げ

る
書
類
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

住
民
票
の
写
し

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
必
要
と
認
め
る
書
類

第
二
十
六
条
第
一
項
第
一
号
中
「
（
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
同
居
の
許
可
を
受
け
た
者
を
含

む
。
）
」
を
削
り
、
同
項
に
次
の
七
号
を
加
え
る
。

三

使
用
者
、
使
用
者
の
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
が
、
転
勤
、
入
院
、
施

設
入
所
、
そ
の
他
知
事
が
正
当
と
認
め
る
理
由
で
使
用
者
又
は
同
居
者
を
残
し
、
一
月
以
上
不
在

と
な
り
、
か
つ
、
住
所
の
変
更
を
し
た
場
合

四

前
号
に
掲
げ
る
事
由
が
終
了
し
た
場
合

五

使
用
者
の
配
偶
者
及
び
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
を
除
く
同
居
者
が
、
転
勤
、
施
設

入
所
、
そ
の
他
知
事
が
正
当
と
認
め
る
理
由
で
使
用
者
又
は
他
の
同
居
者
を
残
し
、
一
月
以
上
不

在
と
な
り
、
か
つ
、
住
所
の
変
更
を
し
た
場
合

六

前
号
に
掲
げ
る
事
由
が
終
了
し
た
場
合

七

一
般
都
営
住
宅
に
附
帯
設
備
を
追
加
す
る
場
合

八

使
用
者
が
身
体
障
害
者
補
助
犬
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定

す
る
身
体
障
害
者
補
助
犬
を
使
用
す
る
場
合

九

前
号
の
使
用
が
終
了
し
た
場
合

第
二
十
六
条
に
次
の
八
項
を
加
え
る
。

４

第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
場
合
は
、
使
用
者
は
、
速
や
か
に
別
記
第
二
十
六
号
様
式
の
二
に
よ

る
都
営
住
宅
使
用
者
、
使
用
者
の
配
偶
者
等
一
時
転
出
届
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

第
一
項
第
四
号
に
該
当
す
る
場
合
は
、
使
用
者
は
、
速
や
か
に
別
記
第
二
十
六
号
様
式
の
三
に
よ

る
都
営
住
宅
使
用
者
、
使
用
者
の
配
偶
者
等
一
時
転
出
解
除
届
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

６

第
一
項
第
五
号
に
該
当
す
る
場
合
は
、
使
用
者
は
、
速
や
か
に
別
記
第
二
十
六
号
様
式
の
四
に
よ

る
都
営
住
宅
世
帯
員
一
時
転
出
届
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

第
一
項
第
六
号
に
該
当
す
る
場
合
は
、
使
用
者
は
、
速
や
か
に
別
記
第
二
十
六
号
様
式
の
五
に
よ

る
都
営
住
宅
世
帯
員
一
時
転
出
解
除
届
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８

第
一
項
第
七
号
に
該
当
す
る
場
合
は
、
使
用
者
は
、
速
や
か
に
別
記
第
二
十
六
号
様
式
の
六
に
よ

る
附
帯
設
備
追
加
届
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９

第
一
項
第
八
号
に
該
当
す
る
場
合
は
、
使
用
者
は
、
速
や
か
に
別
記
第
二
十
六
号
様
式
の
七
に
よ

る
身
体
障
害
者
補
助
犬
使
用
届
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

１０

第
一
項
第
九
号
に
該
当
す
る
場
合
は
、
使
用
者
は
、
速
や
か
に
別
記
第
二
十
六
号
様
式
の
八
に
よ

る
身
体
障
害
者
補
助
犬
使
用
終
了
届
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

１１

知
事
は
、
第
二
項
か
ら
第
九
項
に
定
め
る
届
の
ほ
か
に
、
使
用
者
又
は
そ
の
世
帯
員
に
関
し
、
次

に
掲
げ
る
書
類
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

住
民
票
の
写
し
（
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
場
合
に
限
る
。
）

二

戸
籍
謄
本
（
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
の
場
合
に
限
る
。
）

三

障
害
の
程
度
を
証
す
る
書
類
（
第
一
項
第
三
号
、
第
五
号
、
第
七
号
又
は
第
八
号
の
場
合
に
限

る
。
）

四

転
出
理
由
を
証
す
る
書
類
（
第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
又
は
第
五
号
の
場
合
に
限
る
。
）

五

設
計
図
書
（
第
一
項
第
七
号
の
場
合
に
限
る
。
）

六

身
体
障
害
者
補
助
犬
認
定
証
又
は
盲
導
犬
使
用
者
証
（
第
一
項
第
八
号
の
場
合
に
限
る
。
）

七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
必
要
と
認
め
る
書
類

第
二
十
九
条
第
二
項
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

三

住
民
票
の
写
し

四

生
活
保
護
の
受
給
に
関
す
る
証
明
書

五

戸
籍
謄
本

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
必
要
と
認
め
る
書
類

第
三
十
条
第
二
項
中
「
知
事
が
指
示
す
る
」
を
「
前
条
第
二
項
に
定
め
る
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項

中
「
第
二
十
一
条
第
二
項
又
は
第
三
項
」
を
「
第
二
十
一
条
第
三
項
又
は
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
五
条
の
二
第
二
項
中
「
第
二
十
一
条
第
二
項
」
を
「
第
二
十
一
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
五
条
の
十
第
二
項
中
「
第
四
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
四
十
条
第
六
項
中
「
第
二
十
一
条
第
二
項
又
は
第
三
項
」
を
「
第
二
十
一
条
第
三
項
又
は
第
四

項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
前
項
」
を
「
第
四
項
」
に
改
め
、
同
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項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

知
事
は
、
第
一
項
及
び
第
三
項
の
書
類
の
ほ
か
に
、
使
用
者
又
は
そ
の
世
帯
員
に
関
し
、
次
に
掲

げ
る
書
類
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

住
民
票
の
写
し

二

生
活
保
護
の
受
給
に
関
す
る
証
明
書

三

障
害
の
程
度
を
証
す
る
書
類

四

戸
籍
謄
本

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
必
要
と
認
め
る
書
類

第
四
十
四
条
第
二
項
中
「
知
事
が
指
示
す
る
」
を
「
前
条
第
二
項
に
定
め
る
」
に
改
め
る
。

第
四
十
六
条
第
七
項
中
「
第
二
十
一
条
第
二
項
又
は
第
三
項
」
を
「
第
二
十
一
条
第
三
項
又
は
第
四

項
」
に
改
め
る
。

第
六
十
条
第
三
項
中
「
ほ
か
に
、
」
の
下
に
「
戸
籍
謄
本
そ
の
他
」
を
加
え
る
。

第
六
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
公
募
の
例
外
）

第
六
十
三
条
の
二

知
事
は
、
条
例
第
八
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
利
用
予
定
者
を
決
定
す
る
と
き
は
、

利
用
申
込
者
又
は
そ
の
世
帯
員
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

障
害
の
程
度
を
証
す
る
書
類

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
必
要
と
認
め
る
書
類

第
六
十
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
利
用
料
金
の
減
免
及
び
徴
収
猶
予
）

第
六
十
五
条
の
二

知
事
は
、
条
例
第
九
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
利
用
料
金
の
減
免
又
は
利
用
料
金
の

徴
収
の
猶
予
を
希
望
す
る
利
用
者
に
つ
い
て
は
、
利
用
者
又
は
そ
の
世
帯
員
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る

書
類
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

住
民
票
の
写
し

二

収
入
を
証
明
す
る
書
類

三

生
活
保
護
の
受
給
に
関
す
る
証
明
書

四

障
害
の
程
度
を
証
す
る
書
類

五

戸
籍
謄
本

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
必
要
と
認
め
る
書
類

別
記
第
二
十
六
号
様
式
の
次
に
次
の
七
様
式
を
加
え
る
。
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別
記
第
四
十
六
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
別
記
第
四

十
六
号
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

東
京
都
福
祉
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
二
月
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
六
号

東
京
都
福
祉
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
福
祉
住
宅
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
東
京
都
規
則
第
八
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
第
三
号
中
「
に
足
り
る
」
を
削
る
。

第
九
条
中
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

知
事
は
、
前
項
の
福
祉
住
宅
使
用
料
減
額
（
免
除
）
申
請
書
の
ほ
か
に
、
使
用
者
又
は
そ
の
世
帯

員
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

住
民
票
の
写
し

二

収
入
を
証
明
す
る
書
類

三

生
活
保
護
の
受
給
に
関
す
る
証
明
書

四

障
害
の
程
度
を
証
す
る
書
類

五

戸
籍
謄
本

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
必
要
と
認
め
る
書
類

第
十
二
条
中
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

知
事
は
、
前
項
の
福
祉
住
宅
使
用
者
名
義
変
更
申
請
書
の
ほ
か
に
、
使
用
者
又
は
そ
の
世
帯
員
に

関
し
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

住
民
票
の
写
し

二

収
入
を
証
明
す
る
書
類

三

生
活
保
護
の
受
給
に
関
す
る
証
明
書

四

障
害
の
程
度
を
証
す
る
書
類

五

戸
籍
謄
本

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
必
要
と
認
め
る
書
類

第
十
三
条
中
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

知
事
は
、
前
項
の
福
祉
住
宅
世
帯
員
加
入
承
認
申
請
書
の
ほ
か
に
、
使
用
者
又
は
そ
の
世
帯
員
に

関
し
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

住
民
票
の
写
し

二

収
入
を
証
明
す
る
書
類

三

生
活
保
護
の
受
給
に
関
す
る
証
明
書

四

障
害
の
程
度
を
証
す
る
書
類

五

戸
籍
謄
本

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
必
要
と
認
め
る
書
類

第
十
五
条
中
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

知
事
は
、
前
項
の
福
祉
住
宅
模
様
替
え
・
増
築
・
住
宅
敷
地
内
工
作
物
設
置
申
請
書
の
ほ
か
に
、

使
用
者
又
は
そ
の
世
帯
員
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

障
害
の
程
度
を
証
す
る
書
類

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
必
要
と
認
め
る
書
類

第
十
七
条
中
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

知
事
は
、
前
項
の
福
祉
住
宅
用
途
一
部
変
更
申
請
書
の
ほ
か
に
、
使
用
者
又
は
そ
の
世
帯
員
に
関

し
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

障
害
の
程
度
を
証
す
る
書
類

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
必
要
と
認
め
る
書
類

第
十
九
条
の
見
出
し
を
「
（
そ
の
他
の
届
出
事
項
）
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
五
項
を
加
え
る
。

３

条
例
第
十
七
条
第
三
号
に
規
定
す
る
知
事
が
指
定
す
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

福
祉
住
宅
に
附
帯
設
備
を
追
加
す
る
こ
と
。

二

使
用
者
が
身
体
障
害
者
補
助
犬
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
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す
る
身
体
障
害
者
補
助
犬
を
使
用
す
る
こ
と
。

三

前
号
の
使
用
が
終
了
し
た
こ
と
。

４

前
項
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
は
、
使
用
者
は
、
速
や
か
に
別
記
第
二
十
号
様
式
の
二
に
よ
る
附

帯
設
備
追
加
届
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

第
三
項
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
は
、
使
用
者
は
、
速
や
か
に
別
記
第
二
十
号
様
式
の
三
に
よ
る

身
体
障
害
者
補
助
犬
使
用
届
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

第
三
項
第
三
号
に
該
当
す
る
場
合
は
、
使
用
者
は
、
速
や
か
に
別
記
第
二
十
号
様
式
の
四
に
よ
る

身
体
障
害
者
補
助
犬
使
用
終
了
届
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

知
事
は
、
第
一
項
、
第
二
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
に
定
め
る
届
の
ほ
か
に
、
使
用
者
又
は
そ
の

世
帯
員
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

住
民
票
の
写
し
（
第
一
項
又
は
第
二
項
に
よ
る
届
出
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）

二

戸
籍
謄
本
（
第
一
項
に
よ
る
届
出
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）

三

障
害
の
程
度
を
証
す
る
書
類
（
第
四
項
又
は
第
五
項
に
よ
る
届
出
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）

四

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
必
要
と
認
め
る
書
類

第
二
十
二
条
中
「
に
知
事
の
指
示
す
る
収
入
に
関
す
る
書
類
を
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
を
「
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
収
入
報
告
書
に
は
、
使
用
者
又
は
そ
の
世
帯
員
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
書
類
の
う
ち
知
事

が
指
示
す
る
も
の
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

住
民
票
の
写
し

二

収
入
を
証
明
す
る
書
類

三

生
活
保
護
の
受
給
に
関
す
る
証
明
書

四

障
害
の
程
度
を
証
す
る
書
類

五

戸
籍
謄
本

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
必
要
と
認
め
る
書
類

別
記
第
二
十
号
様
式
の
次
に
次
の
三
様
式
を
加
え
る
。
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別
記
第
二
十
八
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
福
祉
住
宅
条
例
施
行
規
則
別
記
第

二
十
八
号
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

東
京
都
引
揚
者
住
宅
条
例
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
二
月
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
七
号

東
京
都
引
揚
者
住
宅
条
例
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
引
揚
者
住
宅
条
例
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
六
年
東
京
都
規
則
第
五
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
同
居
者
等
の
許
可
）

第
七
条

知
事
は
、
条
例
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
使
用

者
又
は
そ
の
世
帯
員
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

住
民
票
の
写
し

二

収
入
を
証
明
す
る
書
類

三

生
活
保
護
の
受
給
に
関
す
る
証
明
書

四

障
害
の
程
度
を
証
す
る
書
類

五

戸
籍
謄
本

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
必
要
と
認
め
る
書
類

第
八
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

知
事
は
、
前
項
の
場
合
、
使
用
者
又
は
そ
の
世
帯
員
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
提
出
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
。

一

住
民
票
の
写
し

二

収
入
を
証
明
す
る
書
類

三

生
活
保
護
の
受
給
に
関
す
る
証
明
書

四

障
害
の
程
度
を
証
す
る
書
類

五

戸
籍
謄
本

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
必
要
と
認
め
る
書
類

第
八
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
附
帯
設
備
追
加
届
）

第
八
条
の
二

使
用
者
は
、
住
宅
に
附
帯
設
備
を
追
加
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
速
や
か
に
別
記
第
四

号
様
式
の
二
に
よ
る
附
帯
設
備
追
加
届
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

知
事
は
、
前
項
の
附
帯
設
備
追
加
届
の
ほ
か
に
、
使
用
者
又
は
そ
の
世
帯
員
に
関
し
、
次
に
掲
げ

る
書
類
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

障
害
の
程
度
を
証
す
る
書
類

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
必
要
と
認
め
る
書
類

（
身
体
障
害
者
補
助
犬
使
用
届
）

第
八
条
の
三

使
用
者
は
、
身
体
障
害
者
補
助
犬
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
二
条
第
一

項
の
身
体
障
害
者
補
助
犬
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
速
や
か
に
別
記
第
四
号
様
式
の
三
に
よ

る
身
体
障
害
者
補
助
犬
使
用
届
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

使
用
者
は
、
前
項
の
使
用
が
終
了
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
別
記
第
四
号
様
式
の
四
に
よ
る
身
体

障
害
者
補
助
犬
使
用
終
了
届
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

知
事
は
、
第
一
項
に
定
め
る
届
の
ほ
か
に
、
使
用
者
又
は
そ
の
世
帯
員
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
書

類
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

障
害
の
程
度
を
証
す
る
書
類

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
必
要
と
認
め
る
書
類

別
記
第
四
号
様
式
の
次
に
次
の
三
様
式
を
加
え
る
。
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別
記
第
六
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
引
揚
者
住
宅
条
例
施
行
細
則
別
記

第
六
号
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

東
京
都
地
域
特
別
賃
貸
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
二
月
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
八
号

東
京
都
地
域
特
別
賃
貸
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
地
域
特
別
賃
貸
住
宅
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
東
京
都
規
則
第
百
四
十
三
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
使
用
申
込
者
」
を
「
知
事
」
に
、
「
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を

「
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」
に
改
め
、
同
項
中
第
四
号
を
第
八
号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
次
の
四

号
を
加
え
る
。

四

婚
姻
（
予
約
を
含
む
。
）
を
証
明
す
る
書
類

五

生
活
保
護
の
受
給
に
関
す
る
証
明
書

六

障
害
の
程
度
を
証
す
る
書
類

七

戸
籍
謄
本

第
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
公
募
の
例
外
）

第
四
条
の
二

条
例
第
六
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
規
定
に
よ
り
地
域
特
別
賃
貸
住
宅
の
使
用
を

希
望
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
た
だ
し
、
知
事
が
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

知
事
は
、
前
項
の
住
宅
変
更
許
可
申
請
書
の
ほ
か
に
、
使
用
者
又
は
そ
の
世
帯
員
に
関
し
、
次
に
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掲
げ
る
書
類
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

住
民
票
の
写
し

二

収
入
を
証
す
る
書
類

三

生
活
保
護
の
受
給
に
関
す
る
証
明
書

四

障
害
の
程
度
を
証
す
る
書
類

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
必
要
と
認
め
る
書
類

第
六
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

知
事
は
、
前
項
の
住
宅
交
換
許
可
申
請
書
の
ほ
か
に
、
使
用
者
又
は
そ
の
世
帯
員
に
関
し
、
次
に

掲
げ
る
書
類
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

住
民
票
の
写
し

二

収
入
を
証
す
る
書
類

三

生
活
保
護
の
受
給
に
関
す
る
証
明
書

四

障
害
の
程
度
を
証
す
る
書
類

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
必
要
と
認
め
る
書
類

第
十
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
使
用
料
等
の
減
免
及
び
徴
収
猶
予
）

第
十
八
条
の
二

条
例
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
使
用
料
等
の
減
免
又
は
使
用
料
等
の
徴
収
の
猶
予
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
の
う
ち
知
事
が
指
示
す
る
も
の
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一

住
民
票
の
写
し

二

収
入
を
証
す
る
書
類

三

生
活
保
護
の
受
給
に
関
す
る
証
明
書

四

障
害
の
程
度
を
証
す
る
書
類

五

戸
籍
謄
本

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
必
要
と
認
め
る
書
類

第
二
十
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を

同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

知
事
は
、
前
項
の
住
宅
同
居
許
可
申
請
書
の
ほ
か
に
、
使
用
者
又
は
そ
の
世
帯
員
に
関
し
、
次
に

掲
げ
る
書
類
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

住
民
票
の
写
し

二

収
入
を
証
す
る
書
類

三

生
活
保
護
の
受
給
に
関
す
る
証
明
書

四

障
害
の
程
度
を
証
す
る
書
類

五

戸
籍
謄
本

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
必
要
と
認
め
る
書
類

第
二
十
一
条
中
「
前
条
第
二
項
」
を
「
前
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

知
事
は
、
前
項
の
世
帯
員
変
更
届
の
ほ
か
に
、
使
用
者
又
は
そ
の
世
帯
員
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る

書
類
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

住
民
票
の
写
し

二

戸
籍
謄
本

三

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
必
要
と
認
め
る
書
類

第
二
十
三
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加

え
る
。

２

知
事
は
、
前
項
の
長
期
不
在
許
可
申
請
書
の
ほ
か
に
、
使
用
者
又
は
そ
の
世
帯
員
に
関
し
、
次
に

掲
げ
る
書
類
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

住
民
票
の
写
し

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
必
要
と
認
め
る
書
類

第
二
十
四
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一

項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

知
事
は
、
前
項
の
住
宅
模
様
替
え
・
工
作
物
設
置
許
可
申
請
書
の
ほ
か
に
、
使
用
者
又
は
そ
の
世

帯
員
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

障
害
の
程
度
を
証
す
る
書
類

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
必
要
と
認
め
る
書
類

第
二
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
附
帯
設
備
追
加
届
）

第
二
十
四
条
の
二

使
用
者
は
、
住
宅
に
附
帯
設
備
を
追
加
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
速
や
か
に
別
記
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第
十
九
号
様
式
の
二
に
よ
る
附
帯
設
備
追
加
届
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

知
事
は
、
前
項
の
附
帯
設
備
追
加
届
の
ほ
か
に
、
使
用
者
又
は
そ
の
世
帯
員
に
関
し
、
次
に
掲
げ

る
書
類
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

障
害
の
程
度
を
証
す
る
書
類

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
必
要
と
認
め
る
書
類

第
二
十
五
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加

え
る
。

２

知
事
は
、
前
項
の
住
宅
用
途
一
部
変
更
許
可
申
請
書
の
ほ
か
に
、
使
用
者
又
は
そ
の
世
帯
員
に
関

し
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

障
害
の
程
度
を
証
す
る
書
類

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
必
要
と
認
め
る
書
類

第
二
十
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
身
体
障
害
者
補
助
犬
使
用
届
）

第
二
十
五
条
の
二

使
用
者
は
、
身
体
障
害
者
補
助
犬
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
補
助
犬
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
速
や
か
に
別
記
第
二
十

一
号
様
式
の
二
に
よ
る
身
体
障
害
者
補
助
犬
使
用
届
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

使
用
者
は
、
前
項
の
使
用
が
終
了
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
別
記
第
二
十
一
号
様
式
の
三
に
よ
る

身
体
障
害
者
補
助
犬
使
用
終
了
届
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

知
事
は
、
第
一
項
に
定
め
る
届
の
ほ
か
に
、
使
用
者
又
は
そ
の
世
帯
員
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
書

類
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

障
害
の
程
度
を
証
す
る
書
類

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
必
要
と
認
め
る
書
類

第
二
十
六
条
中
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

知
事
は
、
前
項
の
住
宅
使
用
権
承
継
許
可
申
請
書
の
ほ
か
に
、
使
用
者
又
は
そ
の
世
帯
員
に
関
し
、

次
に
掲
げ
る
書
類
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

住
民
票
の
写
し

二

収
入
を
証
す
る
書
類

三

生
活
保
護
の
受
給
に
関
す
る
証
明
書

四

障
害
の
程
度
を
証
す
る
書
類

五

戸
籍
謄
本

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
必
要
と
認
め
る
書
類

第
二
十
九
条
第
三
項
中
「
ほ
か
に
、
」
の
下
に
「
戸
籍
謄
本
そ
の
他
」
を
加
え
る
。

第
三
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
公
募
の
例
外
）

第
三
十
二
条
の
二

知
事
は
、
条
例
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
利
用
予
定
者
を
決
定
す
る
場
合
は
、

利
用
予
定
者
又
は
そ
の
世
帯
員
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

障
害
の
程
度
を
証
す
る
書
類

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
必
要
と
認
め
る
書
類

第
三
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
利
用
料
金
の
減
免
及
び
徴
収
猶
予
）

第
三
十
四
条
の
二

知
事
は
、
条
例
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
利
用
料
金
の
減
免
又
は
利
用
料
金
の

徴
収
の
猶
予
を
希
望
す
る
利
用
者
に
つ
い
て
は
、
利
用
者
又
は
そ
の
世
帯
員
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る

書
類
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

住
民
票
の
写
し

二

収
入
を
証
す
る
書
類

三

生
活
保
護
の
受
給
に
関
す
る
証
明
書

四

障
害
の
程
度
を
証
す
る
書
類

五

戸
籍
謄
本

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
必
要
と
認
め
る
書
類

別
記
第
十
九
号
様
式
の
次
に
次
の
様
式
を
加
え
る
。
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別
記
第
二
十
一
号
様
式
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。
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別
記
第
三
十
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
地
域
特
別
賃
貸
住
宅
条
例
施
行
規

則
別
記
第
三
十
号
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

東
京
都
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
二
月
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
九
号

東
京
都
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
条
例
施
行
規
則
（
平
成
五
年
東
京
都
規
則
第
百
四
十
七
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
使
用
申
込
者
」
を
「
知
事
」
に
、
「
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を

「
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」
に
改
め
、
同
項
中
第
四
号
を
第
八
号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
次
の
四

号
を
加
え
る
。

四

婚
姻
（
予
約
を
含
む
。
）
を
証
明
す
る
書
類

五

生
活
保
護
の
受
給
に
関
す
る
証
明
書

六

障
害
の
程
度
を
証
す
る
書
類

七

戸
籍
謄
本

第
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
公
募
の
例
外
）

第
四
条
の
二

条
例
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
の
使
用
を
希
望
す
る
者
に
つ
い
て
は
、

第
三
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
た
だ
し
、
知
事
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
別
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
使
用
料
等
の
減
免
及
び
徴
収
猶
予
）
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第
十
六
条
の
二

知
事
は
、
条
例
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
使
用
料
等
の
減
免
又
は
使
用
料
等
の
徴
収

の
猶
予
を
希
望
す
る
使
用
者
に
つ
い
て
は
、
使
用
者
又
は
そ
の
世
帯
員
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
書
類

を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

住
民
票
の
写
し

二

所
得
を
証
す
る
書
類

三

生
活
保
護
の
受
給
に
関
す
る
証
明
書

四

障
害
の
程
度
を
証
す
る
書
類

五

戸
籍
謄
本

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
必
要
と
認
め
る
書
類

第
十
九
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を

同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

知
事
は
、
前
項
の
住
宅
同
居
許
可
申
請
書
の
ほ
か
に
、
使
用
者
又
は
そ
の
世
帯
員
に
関
し
、
次
に

掲
げ
る
書
類
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

住
民
票
の
写
し

二

所
得
を
証
す
る
書
類

三

生
活
保
護
の
受
給
に
関
す
る
証
明
書

四

障
害
の
程
度
を
証
す
る
書
類

五

戸
籍
謄
本

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
必
要
と
認
め
る
書
類

第
二
十
条
中
「
前
条
第
二
項
」
を
「
前
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

知
事
は
、
前
項
の
世
帯
員
変
更
届
の
ほ
か
に
、
使
用
者
又
は
そ
の
世
帯
員
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る

書
類
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

住
民
票
の
写
し

二

戸
籍
謄
本

三

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
必
要
と
認
め
る
書
類

第
二
十
二
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加

え
る
。

２

知
事
は
、
前
項
の
長
期
不
在
許
可
申
請
書
の
ほ
か
に
、
使
用
者
又
は
そ
の
世
帯
員
に
関
し
、
次
に

掲
げ
る
書
類
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

住
民
票
の
写
し

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
必
要
と
認
め
る
書
類

第
二
十
三
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一

項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

知
事
は
、
前
項
の
住
宅
模
様
替
え
・
工
作
物
設
置
許
可
申
請
書
の
ほ
か
に
、
使
用
者
又
は
そ
の
世

帯
員
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

障
害
の
程
度
を
証
す
る
書
類

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
必
要
と
認
め
る
書
類

第
二
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
附
帯
設
備
追
加
届
）

第
二
十
三
条
の
二

使
用
者
は
、
住
宅
に
附
帯
設
備
を
追
加
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
速
や
か
に
別
記

第
十
七
号
様
式
の
二
に
よ
る
附
帯
設
備
追
加
届
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

知
事
は
、
前
項
の
附
帯
設
備
追
加
届
の
ほ
か
に
、
使
用
者
又
は
そ
の
世
帯
員
に
関
し
、
次
に
掲
げ

る
書
類
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

障
害
の
程
度
を
証
す
る
書
類

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
必
要
と
認
め
る
書
類

第
二
十
四
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加

え
る
。

２

知
事
は
、
前
項
の
住
宅
用
途
一
部
変
更
許
可
申
請
書
の
ほ
か
に
、
使
用
者
又
は
そ
の
世
帯
員
に
関

し
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

障
害
の
程
度
を
証
す
る
書
類

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
必
要
と
認
め
る
書
類

第
二
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
身
体
障
害
者
補
助
犬
使
用
届
）

第
二
十
四
条
の
二

使
用
者
は
、
身
体
障
害
者
補
助
犬
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
補
助
犬
を
使
用
す
る
と
き
は
、
別
記
第
十
九
号
様
式
の
二
に
よ
る

身
体
障
害
者
補
助
犬
使
用
届
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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２

使
用
者
は
、
前
項
の
使
用
が
終
了
し
た
と
き
は
、
別
記
第
十
九
号
様
式
の
三
に
よ
る
身
体
障
害
者

補
助
犬
使
用
終
了
届
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

知
事
は
、
第
一
項
の
身
体
障
害
者
補
助
犬
使
用
届
の
ほ
か
に
、
使
用
者
又
は
そ
の
世
帯
員
に
関
し
、

次
に
掲
げ
る
書
類
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

障
害
の
程
度
を
証
す
る
書
類

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
必
要
と
認
め
る
書
類

第
二
十
五
条
中
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

知
事
は
、
前
項
の
住
宅
使
用
権
承
継
許
可
申
請
書
の
ほ
か
に
、
使
用
者
又
は
そ
の
世
帯
員
に
関
し
、

次
に
掲
げ
る
書
類
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

住
民
票
の
写
し

二

所
得
を
証
す
る
書
類

三

生
活
保
護
の
受
給
に
関
す
る
証
明
書

四

障
害
の
程
度
を
証
す
る
書
類

五

戸
籍
謄
本

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
必
要
と
認
め
る
書
類

第
二
十
八
条
第
三
項
中
「
ほ
か
に
、
」
の
下
に
「
戸
籍
謄
本
そ
の
他
」
を
加
え
る
。

第
三
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
公
募
の
例
外
）

第
三
十
一
条
の
二

知
事
は
、
条
例
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
利
用
予
定
者
を
決
定
す
る
と
き
は
、

利
用
予
定
者
又
は
そ
の
世
帯
員
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

障
害
の
程
度
を
証
す
る
書
類

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
必
要
と
認
め
る
書
類

第
三
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
利
用
料
金
の
減
免
及
び
徴
収
猶
予
）

第
三
十
三
条
の
二

知
事
は
、
条
例
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
利
用
料
金
の
減
免
又
は
利
用
料
金
の

徴
収
の
猶
予
を
希
望
す
る
利
用
者
に
つ
い
て
は
、
利
用
者
又
は
そ
の
世
帯
員
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る

書
類
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

住
民
票

二

所
得
を
証
す
る
書
類

三

生
活
保
護
の
受
給
に
関
す
る
証
明
書

四

障
害
の
程
度
を
証
す
る
書
類

五

戸
籍
謄
本

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
必
要
と
認
め
る
書
類

別
記
第
十
七
号
様
式
の
次
に
次
の
様
式
を
加
え
る
。
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別
記
第
十
九
号
様
式
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。
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別
記
第
二
十
八
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都

特
定
公
共
賃
貸
住
宅
条
例
施
行
規
則
別
記
第
二
十
八
号
様
式
に
よ

る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な

お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

訓

令

◉
東
京
都
訓
令
第
一
号

庁

中

一

般

支

庁

事

業

所

収
用
委
員
会
事
務
局

労
働
委
員
会
事
務
局

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
七
年

東
京
都
訓
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
八
年
二
月
十
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
二
条
中
第
四
項
を
第
六
項
と
し
、
第
三
項
の
次
に
次
の
二
項
を

加
え
る
。

４

命
令
権
者
は
、
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
に
規
定
す
る
休
憩
時

間
又
は
条
例
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
職
務
の
性
質
に
よ
り
特

別
の
勤
務
形
態
に
よ
っ
て
勤
務
す
る
必
要
の
あ
る
職
員
の
休
憩
時

間
を
置
く
だ
け
で
は
勤
務
時
間
の
一
部
の
時
間
帯
に
お
け
る
在
宅

勤
務
等
（
職
員
の
住
居
に
お
け
る
勤
務
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
場

所
に
お
け
る
勤
務
を
い
い
、
そ
の
勤
務
に
移
動
が
必
要
と
な
る
も

の
に
限
る
。
）
の
適
切
な
実
施
を
確
保
で
き
な
い
場
合
は
、
そ
れ
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ら
の
休
憩
時
間
に
加
え
、
当
該
移
動
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
時
間

を
あ
ら
か
じ
め
休
憩
時
間
と
し
て
置
く
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

当
該
移
動
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
時
間
に
つ
い
て
休
暇
等
を
取
得

す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

５

前
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
休
憩
時
間
を
置
く
と
き
の
始
業
及
び

終
業
の
時
刻
は
、
別
表
第
二
の
範
囲
内
で
変
更
す
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
百
二
十
四
号

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
六
条
第
三

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
国
土
調
査
（
地
籍
調
査
）
と
し

て
指
定
を
し
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
二
月
十
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

国
土
調
査
指
定
年
月
日

令
和
八
年
一
月
二
十
二
日

二

調
査
を
行
う
者
の
名
称

八
王
子
市

三

調
査
地
域

田
町
及
び
元
横
山
町
三
丁
目

四

調
査
期
間

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年

三
月
三
十
一
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
百
二
十
五
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
令
和
四
年
東
京
都
告
示
第
百
九
十
四
号
調
布
都

市
計
画
公
園
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
八
年
二
月
十
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

狛
江
市

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

調
布
都
市
計
画
公
園
事
業
第
二
・
二
・
四

十
号
駒
井
公
園

三

事
業
施
行
期
間

令
和
四
年
二
月
二
十
五
日
か
ら
令
和
十
一

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

令
和
四
年
東
京
都
告
示
第
百
九
十
四
号

の
事
業
地
の
う
ち
、
狛
江
市
駒
井
町
二

丁
目
地
内
に
お
い
て
事
業
地
を
変
更
す

る
。

使
用
の
部
分

な
し

◉
東
京
都
告
示
第
百
二
十
六
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
平
成
二
十
二
年
東
京
都
告
示
第
千
百
八
十
五
号

町
田
都
市
計
画
緑
地
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
八
年
二
月
十
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

町
田
市

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

町
田
都
市
計
画
緑
地
事
業
第
二
十
七
号
三

輪
緑
地

三

事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
二
年
九
月
十
五
日
か
ら
令
和
十

四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

な
し

◉
東
京
都
告
示
第
百
二
十
七
号

東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
（
昭
和
五
十
五
年
東
京
都
条
例
第
九

十
六
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
王
子
駅
前
地
区
再
開
発
計
画
に
つ
い
て
、
環
境
影
響
評
価

調
査
計
画
書
（
以
下
「
調
査
計
画
書
」
と
い
う
。
）
の
提
出
が
あ
っ

た
の
で
、
条
例
第
四
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示

す
る
。令

和
八
年
二
月
十
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

事
業
者
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地
王
子
駅
前
地
区
市
街
地
再
開
発
準
備
組
合

理
事
長

栗
原

洋
司

北
区
王
子
一
丁
目
五
番
十
二
号
王
子
明
和
ビ
ル

住
友
不
動
産
株
式
会
社

取
締
役
社
長

仁
島

浩
順

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
四
番
一
号

二

対
象
事
業
の
名
称
及
び
種
類

王
子
駅
前
地
区
再
開
発
計
画

高
層
建
築
物
の
設
置
、
住
宅
団
地
の
設
置

三

対
象
事
業
の
内
容
の
概
略

対
象
事
業
は
、
北
区
王
子
一
丁
目
及
び
堀
船
一
丁
目
に
位
置
す

る
計
画
地
に
お
い
て
、
住
宅
、
商
業
、
ホ
テ
ル
、
事
務
所
、
駐
車

場
、
貫
通
道
路
、
石
神
井
川
に
架
か
る
橋
り
ょ
う
等
の
建
設
及
び

南
口
広
場
の
整
備
を
計
画
す
る
も
の
で
あ
る
。
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四

周
知
地
域
の
範
囲

北
区

王
子
一
丁
目
、
王
子
二
丁
目
、
王
子
三
丁
目
、
王
子

六
丁
目
、
豊
島
一
丁
目
、
豊
島
二
丁
目
、
豊
島
三
丁

目
、
堀
船
一
丁
目
、
堀
船
二
丁
目
、
堀
船
三
丁
目
、

王
子
本
町
一
丁
目
、
王
子
本
町
二
丁
目
、
岸
町
一
丁

目
、
滝
野
川
一
丁
目
、
滝
野
川
二
丁
目
、
西
ケ
原
二

丁
目
、
西
ケ
原
三
丁
目
、
栄
町
、
上
中
里
二
丁
目
、

上
中
里
三
丁
目
の
区
域

五

調
査
、
予
測
及
び
評
価
の
項
目

事
業
者
は
、
対
象
事
業
の
内
容
と
対
象
事
業
の
事
業
地
周
辺
の

地
域
概
況
を
考
慮
し
た
結
果
、
大
気
汚
染
、
騒
音
・
振
動
、
水
質

汚
濁
、
土
壌
汚
染
、
地
盤
、
水
循
環
、
生
物
・
生
態
系
、
日
影
、

電
波
障
害
、
風
環
境
、
景
観
、
史
跡
・
文
化
財
、
自
然
と
の
触
れ

合
い
活
動
の
場
、
廃
棄
物
及
び
温
室
効
果
ガ
ス
を
調
査
、
予
測
及

び
評
価
項
目
と
し
て
選
定
し
て
い
る
。

六

調
査
計
画
書
の
縦
覧

㈠

期
間

令
和
八
年
二
月
十
三
日
か
ら
同
月
二
十
四
日
ま
で
。
た
だ
し
、

日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二

十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。

㈡

時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

㈢

場
所

ア

北
区
生
活
環
境
部
環
境
課

北
区
王
子
一
丁
目
十
二
番
四
号

Ｔ
Ｉ
Ｃ
王
子
ビ
ル
二
階

イ

東
京
都
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
庁
第
二
本
庁

舎
十
九
階

ウ

東
京
都
多
摩
環
境
事
務
所
管
理
課

立
川
市
錦
町
四
丁
目
六
番
三
号

東
京
都
立
川
合
同
庁
舎

三
階

七

都
民
の
意
見
書
の
提
出

㈠

提
出
方
法

持
参
、
郵
送
又
は
電
子
申
請
サ
ー
ビ
ス

㈡

記
載
事
項

ア

氏
名
及
び
住
所
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
名

称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
東
京
都
の
区
域
内
に
存
す
る
事
務

所
又
は
事
業
所
の
所
在
地
）

イ

対
象
事
業
の
名
称

ウ

環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
の
意
見

㈢

期
限

令
和
八
年
三
月
四
日

㈣

提
出
先

ア

持
参
又
は
郵
送

東
京
都
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課

郵
便
番
号
一
六
三－

八
〇
〇
一

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目

八
番
一
号

イ

電
子
申
請
サ
ー
ビ
ス

入
力
先
は
、
東
京
都
環
境
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

https://w
w
w
.kankyo.m

etro.tokyo.lg.jp/assessm
e

nt/reading_guide/

◉
東
京
都
告
示
第
百
二
十
八
号

国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
二

十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
東
京
建
設
職
能
国
民
健
康
保
険
組

合
規
約
の
一
部
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
国
民
健
康
保

険
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
二
号
）
第
七
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
二
月
十
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

変
更
事
項

変

更

前

変

更

後

変
更
年
月
日

事
務
所
の

所
在
地

東
京
都
千
代
田
区

九
段
南
三
丁
目
二

番
七
号

ザ
・
ビ

ル
ヂ
ン
グ
九
段
南

四
階

東
京
都
千
代
田
区

九
段
南
三
丁
目
二

番
七
号
四
階

令
和
七
年
十

月
十
六
日

◉
東
京
都
告
示
第
百
二
十
九
号

国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
二

十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
東
京
都
弁
護
士
国
民
健
康
保
険
組

合
規
約
の
一
部
変
更
に
つ
い
て
認
可
し
た
の
で
、
国
民
健
康
保
険
法

施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
二
号
）
第
七
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
二
月
十
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

変
更
事
項

組
合
の
地
区
に
係
る
事
項

二

変
更
内
容

組
合
の
地
区
に
茨
城
県
古
河
市
を
加
え
る
。

三

規
約
の
変
更
の
認
可
の
年
月
日

令
和
七
年
十
二
月
四
日

◉
東
京
都
告
示
第
百
三
十
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条

の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
を
通
知
し
た
次
の
保
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安
林
に
つ
い
て
、
当
該
通
知
の
相
手
方
の
所
在
が
不
分
明
な
た
め
、

同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
通
知
の
内
容
を
掲
示
す

る
と
と
も
に
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
二
月
十
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

保
安
林
の
所
在
場
所
等

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に

係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

所
在
が
不
分
明
な

通
知
の
相
手
方

掲
示
場
所

西
多
摩
郡
檜
原
村
字
数
馬

七
〇
五
四
番
二

大
久
保
登

檜
原
村
役

場

二

通
知
の
要
旨

㈠

一
の
保
安
林
に
つ
い
て
、
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定

で
あ
る
旨
を
告
示
し
た
の
で
、
森
林
法
第
三
十
三
条
の
三
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
通
知
す
る
。

㈡

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
令
和
七
年
東
京
都

告
示
第
千
百
三
十
九
号
の
と
お
り
。

訓

令
（
教
）

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
一
号

教

育

庁

教

育

事

務

所

教

育

庁

出

張

所

事

業

所

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
七
年

東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

令
和
八
年
二
月
十
三
日

東
京
都
教
育
委
員
会

第
二
条
中
第
四
項
を
第
六
項
と
し
、
第
三
項
の
次
に
次
の
二
項
を

加
え
る
。

４

命
令
権
者
は
、
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
に
規
定
す
る
休
憩
時

間
又
は
条
例
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
職
務
の
性
質
に
よ
り
特

別
の
勤
務
形
態
に
よ
っ
て
勤
務
す
る
必
要
の
あ
る
職
員
の
休
憩
時

間
を
置
く
だ
け
で
は
勤
務
時
間
の
一
部
の
時
間
帯
に
お
け
る
在
宅

勤
務
等
（
職
員
の
住
居
に
お
け
る
勤
務
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
場

所
に
お
け
る
勤
務
を
い
い
、
そ
の
勤
務
に
移
動
が
必
要
と
な
る
も

の
に
限
る
。
）
の
適
切
な
実
施
を
確
保
で
き
な
い
場
合
は
、
そ
れ

ら
の
休
憩
時
間
に
加
え
、
当
該
移
動
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
時
間

を
あ
ら
か
じ
め
休
憩
時
間
と
し
て
置
く
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

当
該
移
動
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
時
間
に
つ
い
て
休
暇
等
を
取
得

す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

５

前
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
休
憩
時
間
を
置
く
と
き
の
始
業
及
び

終
業
の
時
刻
は
、
別
表
第
二
の
範
囲
内
で
変
更
す
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

規

程
（
交
）

◉
交
通
局
規
程
第
二
号

東
京
都
交
通
局
企
業
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す

る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
二
月
十
三
日

東
京
都
交
通
局
長

堀

越

弥
栄
子

東
京
都
交
通
局
企
業
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休

暇
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
交
通
局
企
業
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す

る
規
程
（
平
成
七
年
交
通
局
規
程
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
五
項
中
「
前
四
項
」
を
「
前
各
項
」
に
改
め
、
同
項
を

同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
四
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

５

所
属
長
は
、
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
に
規
定
す
る
休
憩
時
間

又
は
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
部
長
が
別
に
定
め

る
休
憩
時
間
若
し
く
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
部
長
が
臨
時

的
に
変
更
す
る
休
憩
時
間
を
置
く
だ
け
で
は
勤
務
時
間
の
一
部
の

時
間
帯
に
お
け
る
在
宅
勤
務
等
（
職
員
の
住
居
に
お
け
る
勤
務
そ

の
他
こ
れ
に
類
す
る
場
所
に
お
け
る
勤
務
を
い
い
、
そ
の
勤
務
に

移
動
が
必
要
と
な
る
も
の
に
限
る
。
）
の
適
切
な
実
施
を
確
保
で

き
な
い
場
合
は
、
そ
れ
ら
の
休
憩
時
間
に
加
え
、
当
該
移
動
に
必

要
と
認
め
ら
れ
る
時
間
を
あ
ら
か
じ
め
休
憩
時
間
と
し
て
置
く
も

の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
移
動
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
時
間
に

つ
い
て
休
暇
等
を
取
得
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

６

前
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
休
憩
時
間
を
置
く
と
き
の
始
業
及
び

終
業
の
時
刻
は
、
別
表
第
二
の
二
の
範
囲
内
で
変
更
す
る
も
の
と

す
る
。附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

規

程
（
水
）

◉
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
二
号

東
京
都
水
道
局
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
規

程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
二
月
十
三
日

東
京
都
水
道
局
長

山

口

真

東
京
都
水
道
局
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等

に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
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東
京
都
水
道
局
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
規

程
（
平
成
七
年
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
移
動
を
伴
う
在
宅
勤
務
等
の
勤
務
時
間
等
の
特
例
）

第
五
条
の
二

所
属
長
は
、
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
前
条
第
五
項

に
規
定
す
る
休
憩
時
間
又
は
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
局
長
が
別
に

定
め
る
休
憩
時
間
を
置
く
だ
け
で
は
勤
務
時
間
の
一
部
の
時
間
帯

に
お
け
る
在
宅
勤
務
等
（
職
員
の
住
居
に
お
け
る
勤
務
そ
の
他
こ

れ
に
類
す
る
場
所
に
お
け
る
勤
務
を
い
い
、
そ
の
勤
務
に
移
動
が

必
要
と
な
る
も
の
に
限
る
。
）
の
適
切
な
実
施
を
確
保
で
き
な
い

場
合
は
、
そ
れ
ら
の
休
憩
時
間
に
加
え
、
当
該
移
動
に
必
要
と
認

め
ら
れ
る
時
間
を
あ
ら
か
じ
め
休
憩
時
間
と
し
て
置
く
も
の
と
す

る
。
た
だ
し
、
当
該
移
動
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
時
間
に
つ
い
て

休
暇
等
を
取
得
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
休
憩
時
間
を
置
く
と
き
の
始
業
及
び

終
業
の
時
刻
は
、
別
表
第
一
イ
の
二
の
範
囲
内
で
変
更
す
る
も
の

と
す
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

規

程
（
下
水
）

◉
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
二
号

東
京
都
下
水
道
局
企
業
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関

す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
二
月
十
三
日

東
京
都
下
水
道
局
長

藤

橋

知

一

東
京
都
下
水
道
局
企
業
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、

休
暇
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
下
水
道
局
企
業
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関

す
る
規
程
（
平
成
七
年
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
二
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
移
動
を
伴
う
在
宅
勤
務
等
の
勤
務
時
間
等
の
特
例
）

第
五
条
の
二

所
属
長
は
、
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
前
条
第
五
項

に
規
定
す
る
休
憩
時
間
又
は
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
局
長
が
別
に

定
め
る
休
憩
時
間
を
置
く
だ
け
で
は
勤
務
時
間
の
一
部
の
時
間
帯

に
お
け
る
在
宅
勤
務
等
（
職
員
の
住
居
に
お
け
る
勤
務
そ
の
他
こ

れ
に
類
す
る
場
所
に
お
け
る
勤
務
を
い
い
、
そ
の
勤
務
に
移
動
が

必
要
と
な
る
も
の
に
限
る
。
）
の
適
切
な
実
施
を
確
保
で
き
な
い

場
合
は
、
そ
れ
ら
の
休
憩
時
間
に
加
え
、
当
該
移
動
に
必
要
と
認

め
ら
れ
る
時
間
を
あ
ら
か
じ
め
休
憩
時
間
と
し
て
置
く
も
の
と
す

る
。
た
だ
し
、
当
該
移
動
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
時
間
に
つ
い
て

休
暇
等
を
取
得
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
休
憩
時
間
を
置
く
と
き
の
始
業
及
び

終
業
の
時
刻
は
、
別
表
第
一
の
二
の
範
囲
内
で
変
更
す
る
も
の
と

す
る
。附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令
（
議
）

◉
東
京
都
議
会
議
長
訓
令
第
一
号

東
京
都
議
会
議
会
局

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
憩
時
間
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
九

年
東
京
都
議
会
議
長
訓
令
甲
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

令
和
八
年
二
月
十
三
日

東
京
都
議
会
議
長

増

子

博

樹

第
四
条
中
第
四
項
を
第
六
項
と
し
、
第
三
項
の
次
に
次
の
二
項
を

加
え
る
。

４

命
令
権
者
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
休
憩
時
間
を

置
く
だ
け
で
は
勤
務
時
間
の
一
部
の
時
間
帯
に
お
け
る
在
宅
勤
務

等
（
職
員
の
住
居
に
お
け
る
勤
務
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
場
所
に

お
け
る
勤
務
を
い
い
、
そ
の
勤
務
に
移
動
が
必
要
と
な
る
も
の
に

限
る
。
）
の
適
切
な
実
施
を
確
保
で
き
な
い
場
合
は
、
そ
れ
ら
の

休
憩
時
間
に
加
え
、
当
該
移
動
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
時
間
を
あ

ら
か
じ
め
休
憩
時
間
と
し
て
置
く
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該

移
動
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
時
間
に
つ
い
て
休
暇
等
を
取
得
す
る

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

５

前
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
休
憩
時
間
を
置
く
と
き
の
始
業
及
び

終
業
の
時
刻
は
、
別
表
第
二
の
範
囲
内
で
変
更
す
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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